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平成２０年第１回三重県議会臨時会提出予定議案概要

区 分 件 名 概 要

予 算 件
条 例 案 １件 議案 １件
その他議案 件
報 告 件
認 定 件
提 出 件
計 １件

◎条例案
（ ）１件

総務部 地方自治法の一部を改正す 地方自治法の一部改正に伴い、関係条例の規定を整理する
る法律の施行に伴う関係条 ものである。
例の整理に関する条例案 （地方自治法の一部を改正する法律（平成２０年法律第

６９号）の施行の日から施行）

（主な改正内容）

・次に掲げる条例において規定を整理するものとする。

(1) 職員の給与に関する条例

(2) 公立学校の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

(3) 三重県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(4) 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

(5) 三重県特別職報酬等審議会条例

(6) 三重県政務調査費の交付に関する条例

〈参 考〉

○ 地方自治法の一部を改正する法律（平成２０年法律第６９号）について

1 改正概要

(1) 議員の報酬に関する規定の整備

議員の報酬の支給方法等に関する規定が他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関す

る規定と異なっていることを明確にするため、現行の同一条項から議員の報酬の規定に係るも

のを分離し明確にするとともに、名称を「議員報酬」に改めることとする。

(2) 議会活動の範囲の明確化

代表者会議、全員協議会等議会における議案の審査、議会運営の充実を図るため各種の会議

等が開催されている実態を踏まえ、議会活動の範囲を明確にするため、議会は会議規則の定め

るところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けること

ができることとする。

2 施行期日

公布の日（平成２０年６月１８日）から起算して３月を超えない範囲内において政令で定め

る日


